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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成３１年 １月２２日開催分）

  
平成３１年 ２月 ８日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成３１年 １月２２日（火） 午前８時３０分～８時５０分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、 
児野専務理事・技師長、松原理事、荒木理事、黄木理事、菅理事、 
中田理事、鈴木理事、松坂理事、今井特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 
 
１ 審議事項 
（１）第１３２２回経営委員会付議事項について 

（２）インターネット活用業務 審査・評価委員会規程の改正について 
（３）総務省「衛星基幹放送の新規参入等に係る放送法関係審査基準の

一部を改正する訓令案についての意見募集」への対応について 

 
２ 報告事項 
（１）関連団体の事業運営状況等について 
 



 
2 

議事経過 
 
１ 審議事項 
（１）第１３２２回経営委員会付議事項について 
（経営企画局） 

１月２９日に開催される第１３２２回経営委員会に付議する事項につ

いて、審議をお願いします。 

付議事項は、報告事項として、「２０１８年度第３四半期業務報告」、

「視聴者対応報告(２０１８年１０～１２月)について」、「平成３０年度

子会社の決算見通しについて」、「地方放送番組審議会委員の委嘱につい

て」、および「契約･収納活動の状況（平成３０年１２月末）」です。 

 
（会 長）    ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 
（２）インターネット活用業務 審査・評価委員会規程の改正について 

（経営企画局） 

「インターネット活用業務 審査・評価委員会規程」の改正について、

審議をお願いします。 

「インターネット活用業務 審査・評価委員会」は、ＮＨＫのインター

ネット活用業務に関する意見・苦情等への対応を検討することと、イン

ターネットサービス実施計画や実施状況についての評価その他に関する

事項について見解を述べることを職務として活動している、有識者から

なる委員会です。委員会設置の目的や職務についてより分かりやすくし、

説明性を高めるために、規定を改正します。 

具体的には、第１条（設置）と第４条（職務）にある「適正」という

字句をすべて「適切」に変更します。会計士が法に基づいて表明する監

査意見の中に、監査用語として「適正意見」というものがありますが、

審査・評価委員会は、会計監査業務を行うものではないことから、これ

との混同を防ぐため、「適切」に変更します。同様に、インターネット実

施計画や報告における表現も、「適切性」という表現で統一します。 

あわせて、第４条の２にある「行う」、「行われる」という字句を「サ

ービスを提供する」、「実施される」にそれぞれ修正し、より分かりやす

くします。 
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本件が決定されれば、本日、平成３１年１月２２日付で施行します。 

 

（会 長）    ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 

（３）総務省「衛星基幹放送の新規参入等に係る放送法関係審査基準の

一部を改正する訓令案についての意見募集」への対応について 

（経営企画局） 

総務省は、平成３０年１１月、「ＢＳ放送への新規参入等に係る公募の

予定」として、「右旋円偏波の電波の周波数を使用するＢＳ放送」、「左旋

円偏波の電波の周波数を使用するＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送」

について、３０年度中に新規参入等に係る公募を行うことを公表しまし

た。 

当該公募の実施に向けて、総務省は、３０年１２月２１日に「放送法

関係審査基準（平成２３年総務省訓令第３０号）の一部を改正する訓令

案」を公表し、３１年１月２５日まで意見募集を行っています。 

 これに対し、ＮＨＫとして意見を提出したいので、審議をお願いしま

す。 

提出意見は次のとおりです。 

まず、改正案全体についてです。 

「今般予定されている衛星放送の新規参入等に係る公募、及びその後

の事業者認定では、新たにＢＳ右旋帯域の再編を行うことが想定されま

す。  

帯域の再編を行う場合、放送サービスを低下させることなく視聴者へ

の影響を最小限にするために、再編手順の検討や事前の検証実験を十分

に行い、周知広報や視聴者対応を確実に実施できる体制構築が不可欠と

考えます。  

これらの対応には、長い期間と労力、経費を要しますが、行政及び新

規参入や帯域増減を希望する事業者による主導並びに負担にて実施され

るべきと考えます。」 

次に、５ページの（１５）「放送の能率的な普及」についてです。 

「左旋の電波で超高精細度テレビジョン放送（以下、４Ｋ･８Ｋ放送）

を実施する既存の放送事業者は、国や（一社）放送サービス高度化推進

協会（Ａ－ＰＡＢ）などと連携し、受信方法や中間周波数（以下、ＩＦ）
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漏洩対策に関する全国講習会・セミナーの開催、集合住宅の受信設備改

修に向けた管理業団体との連携など、普及に向けた様々な取り組みを行

っています。 

新規事業者による左旋帯域の利用を促進し、かつ魅力あるサービスを

数多く提供していくためには、受信環境の整備に係る地道な取り組みが

肝要であり、行政においても、継続的に支援措置を講ずることが非常に

重要です。  

具体的には、既存の『ＩＦ漏洩対策事業』による受信設備の改修支援

の継続のみならず、例えば、高い周波数帯域の信号が伝送可能かつ、電

磁的に与干渉・被干渉とならない光ファイバーへの置き換え等により、

４Ｋ･８Ｋ放送と高速インターネット通信が共存できる社会インフラの

構築など、受信設備を高度化する方法への支援等も考えられます。  

左旋の電波を利用した放送の普及については、第２次比較審査項目の

『④放送の能率的な普及』において『できるだけ早期の放送開始予定』

とされています。新規参入する放送事業者を公募し、早期の放送開始を

促すのであれば、事業の開始判断の前提となる左旋の電波の受信環境の

整備・促進が急ぎ求められます。行政として、４Ｋ･８Ｋ放送の受信環境

整備に係る補助事業の更なる拡大・強化をあわせて実施されるよう、強

く要望します。」 

以上の内容が決定されれば、ＮＨＫの意見を総務省に提出します。 

 

（会 長）    ＮＨＫとして、とても重要な意見の提出となります。

説明された原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 
（１）関連団体の事業運営状況等について 

（関連事業局） 

関連団体運営基準（以下、「運営基準」）第１６条に基づき、平成３０

年度の関連団体の事業運営状況等について報告します。 
１.関連団体の決算見通し 
（１）子会社の決算見通し 

子会社１３社の売上高の単純合計は２,５８７億円となり、前年度決算

に対し２１億円の増収見通しとなっています。 
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このうち、ＮＨＫ取引は過去最高の１,７５８億円で、前年度決算に対

し７４億円の増収見通しとなっています。番組制作関連での新規定時番

組や特集番組の受託増加、報道支援業務の新規受託、技術系での工事受

託の増加や情報システム業務の拡大などが主な要因です。 
また、ＮＨＫグループ外取引は６５０億円で、前年度決算に対し４６

億円の減収見通しとなっています。前年度は、イベント関連事業の売上

が非常に大きかったため、その反動による落ち込みやＮＨＫ放送会館の

建築工事の減、出版事業の減収などが主な要因です。 
当期純利益は１３社の単純合計で４９億円となり、前年度決算に対し

２７億円の減益見通しです。働き方改革やその一環として協力会社の処

遇改善による外注費が増加したこと、今年度は大型配当がなかったため

受取配当金が大幅に減少したこと、統合を予定している会社の統合費用

を計上したことなどが一因となっています。 
（２）関連会社の決算見通し 
 関連会社４社のうち、３社が減収減益の見通しです。ビーエス・コン

ディショナルアクセスシステムズは、Ｂ－ＣＡＳカード発行枚数の減に

より減収ですが、減価償却費の減や外注委託費の削減により増益となる

見通しです。 
（３）関連公益法人等の決算見通し 

関連公益法人７団体のうち、ＮＨＫインターナショナル、ＮＨＫエン

ジニアリングシステム、ＮＨＫ放送研修センター、ＮＨＫ厚生文化事業

団の４団体は、ほぼ収支相償の見通しです。ＮＨＫ学園は、収支は事業

計画を上回る見通しです。 
ＮＨＫサービスセンターについては、赤字の見込みです。収支の改善

に向けて、ＮＨＫと共に対策の検討を進めています。また、“公共メディ

ア”グループの一般財団としてふさわしい事業など、財団を再構築する

ための議論を開始しています。 
（４）健保・共済会の決算見通し 
日本放送協会健康保険組合については、一般勘定はほぼ収支均衡とな

る見通しです。介護勘定の一般正味財産増減額は、増となる見通しです。 
日本放送協会共済会については、一般会計はほぼ収支均衡、食堂など

の特別会計①の一般正味財産増減額は減、住宅などの特別会計②の一般

正味財産増減額は増となる見通しです。 
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２.事前協議等の状況 
「関連団体運営基準」第１２条、第１３条により、経営の重要事項に

ついては、ＮＨＫと事前協議または事前説明をすることとしています。

２０１８年４月から１２月までの間に生じた関連団体との事前協議事項

は３３件、事前説明事項は６８件でした。 
３.監査法人による業務運営状況調査の実施状況 

２０１８年１２月末までに外部監査法人による関連団体２３団体の業

務運営状況調査を実施しました。点検項目は、「関連団体運営基準への準

拠性」「ＮＨＫ取引の区分経理方針の準拠性」「実績原価報告のサンプリ

ング調査」の３つです。結果については、決算時に合わせて報告します。 
４.関連団体事業活動審査委員会の状況 

２０１８年４月から１２月末までに、関連団体の事業活動の適正性に

ついて外部からの意見・苦情等の受付実績はありませんでした。この期

間、関連団体事業活動審査委員会は、４月と１０月に開催しました。 
以上の報告のうち、子会社の決算見通しについては、１月２９日開催

の第１３２２回経営委員会に報告します。 
 
（黄木理事）   関連団体業務の「見える化」を進めることによって、

ＮＨＫ取引、ＮＨＫグループ外取引というものについ

て、子会社だけでなく、財団法人も中身が把握できる

ようになり、今後の運営方針を立てる指針になりつつ

あると感じています。それぞれの所管部局とよくコミ

ュニケーションを取りながら、さらに適切な運用がで

きるよう進めていきます。 
（会 長）    ＮＨＫサービスセンターについての報告がありまし

たが、関連部局での収支改善に向けた検討、財団の再

構築についての議論などについて、しっかり対応する

ようお願いします。 
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以上で付議事項を終了した。 
 
 
上記のとおり確認した。 
 
 

平成３１年 ２月 ５日 
 

会 長  上 田 良 一  


